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飯舘村における避難指示区域の解除について（案） 

 

令和５年４月２５日 

原子力災害対策本部 

 

1.  東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴い、飯舘村におい

て設定された帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域について、

『特定復興再生拠点区域の避難指示解除と帰還・居住に向けて（平成

３０年１２月２１日 原子力災害対策本部決定）』における避難指示解

除の要件を満たすこと、及び特定復興再生拠点区域外について、『特定

復興再生拠点区域外の土地活用に向けた避難指示解除について（令和

２年１２月２５日 原子力災害対策本部決定）』における避難指示解除

の要件を満たすことから、解除することを決定する。 

 

2.  上記 1. の解除は、令和５年５月１日午前１０時に行う。 

 

※ 上記の解除後の避難指示区域の概念図については、参考１参照。 

※ 避難指示解除の要件については、参考２参照。 

  

3.  本決定を踏まえ、飯舘村に対し、別添のとおり指示を行う。 

 

以上 
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指 示（案） 

 

令和５年４月２５日 

 

飯舘村長 殿 

 写）福島県知事 殿 

 

平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所 

事故に係る原子力災害対策本部長 

 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に関し、原子力災害

対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０条第２項に基づき、下記のとお

り指示する。 

 

記 

 

 

 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に伴い、飯舘村にお

いて設定された帰還困難区域のうち別紙に記載する区域については、『特定復興再生

拠点区域の避難指示解除と帰還・居住に向けて（平成３０年１２月２１日原子力災害

対策本部決定）』又は『特定復興再生拠点区域外の土地活用に向けた避難指示解除に

ついて（令和２年１２月２５日原子力災害対策本部決定）』における避難指示解除の

要件を満たすことから、令和５年５月１日午前１０時をもって解除し、居住者等に対

してその旨周知すること。 

 

 

以上 

 

  

（別添） 
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（別紙） 
飯舘村 
帰還困難区域 飯舘村長泥     字長泥のうち２２番地から３５番地、４９番地、 

５０番地、５１番地１から２、 

５２番地から７０番地、７１番地１から２、

７２番地１から２、７３番地、 

７４番地１から２、７５番地１から２、 

７６番地から９０番地、９１番地１から２、

９２番地、９３番地、 

９５番地から１０７番地、 

１０８番地１から２、 

１１３番地から１１９番地、 

１２０番地１から２、 

１２１番地から１２７番地、 

１２８番地１から３、 

１４２番地から２０３番地、 

２０４番地１から２、 

２０５番地から２１０番地、 

２１１番地１から２、 

２１２番地から２２６番地、 

２５７番地１から２、２５８番地１から３、

２５９番地、２６８番地から２７２番地、 

２７３番地１から２、２７４番地１から３、

２７５番地１から３、２７６番地１から３、

２７７番地から２８３番地、 

２８４番地１から２、 

２８５番地から２８７番地、 

２８８番地１から３、２８９番地１から３、

２９０番地、２９１番地１から２、 

２９２番地１から２、 

２９３番地から３００番地、 

３０１番地１から３、 

３０２番地から３０７番地、 

３０８番地１から３、３０９番地１から３、

３１０番地１から３、３１１番地１から３、

３１２番地、３１３番地１から３、 

３１４番地から３２２番地、 

３２４番地から３４８番地、 

３４９番地１から２、 

３５０番地から３６０番地、 

３８２番地から３９４番地、 

３９５番地１から２、 

３９６番地から４０１番地、 
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４０２番地１から３、４０３番地１から２、

４０４番地から４３６番地、 

４４０番地から４４７番地、 

４４８番地１から２、 

４４９番地から４５８番地、 

４５９番地１から２、 

４６０番地から４６６番地、 

４６７番地１から２、４６８番地１から２、

４６９番地１から２、４７０番地１から３、

４７１番地１から２、 

４７２番地から４８２番地、 

４８３番地１から２、４８４番地１から２、

４８５番地１から３、４８６番地１から２、

４８７番地から４９０番地、 

４９１番地１から３、４９２番地４９８番地、

４９９番地１から２、５００番地１から２、

５０１番地１から３、５０２番地、 

５０３番地１から２、５０４番地、 

５０５番地、５０６番地１から２、 

５０７番地１から２、５０８番地１から２、

５０９番地１から２、５１０番地、 

５１１番地、５１２番地１から２、 

５１３番地１から２、５１４番地１から２、

５１５番地１から２、５１６番地１から２、

５１７番地１から２、５１８番地１から２、

５１９番地１から２、５２０番地１から２、

５２１番地１から２、５２２番地１から３、

５２３番地１から２、５２４番地１から２、

５２５番地から５２８番地、 

５２９番地１から４、５３０番地１から２、

５３１番地、５３２番地１から２、 

５３３番地から５５３番地、 

５５４番地１から２、 

５５５番地から５８４番地、 

５８５番地１から４、５８６番地、 

５８７番地１から２、５８８番地１から２、

５８９番地から６０７番地、 

６０８番地１から２、６０９番地１から３、

６１０番地１から４、６１１番地、 

６１２番地１から２、６１３番地、 

６１４番地１から２、６１５番地１から２、

６１６番地、６１７番地、 

６１８番地１から２、６１９番地１から２、
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６２０番地１から７、６２１番地１から２、

６２２番地１から３、６２３番地２、 

６２５番地、６２６番地、 

６２７番地１から３、６２８番地１から３、

６２９番地１から６、６４１番地１から３、

６４２番地から６４４番地、 

６４５番地１から２、 

６４６番地から６５０番地、 

６５１番地１から２、６５２番地１から３、

６５３番地、６５４番地、 

６５５番地１から３、６５６番地１から２、

６５７番地１から２、６５８番地１から２、

６５９番地、６６０番地１から５、 

６６１番地、６６２番地１から２、 

６６３番地１から２、６６４番地１から２、

６６５番地から６７１番地、 

６７２番地１から８、 

６７３番地から６７９番地、 

６８０番地１から３、６８１番地、 

６８２番地１から３、６８３番地２から４、

６８４番地１から４、６８５番地１から２、

６８６番地１から２、６８７番地１から３、

６８８番地から６９６番地、 

６９７番地１から２、６９８番地、 

７００番地から７１４番地、 

７１５番地１から２、７１６番地１から３、

７１７番地１から３、７１８番地１から３、

７１９番地１から２、７２０番地１から７、

７２１番地、７２２番地１から２、 

７２３番地１から２、７２４番地１から２、

７２５番地１から４、７２６番地１から２、

７２７番地１から２、 

７２８番地から７３２番地、 

７３３番地１から２、７３４番地１から２、

７３５番地１から２、７３６番地、 

７３７番地１から２、 

７３８番地から７６２番地、 

７６２番地２から３、 

７６３番地から７６９番地、 

７７０番地１から２、 

７７１番地から７７３番地、 

７７４番地１から２、７７５番地１から２、

７７６番地から７８３番地、 
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７８４番地１から４、 

７８５番地から７８９番地、 

７９０番地１から２、７９１番地１から４、

７９２番地１から２、７９３番地、 

７９４番地１から２、 

７９５番地から８０３番地、 

８０４番地１から３、 

８０５番地から８１３番地、 

８１４番地１から２、８１５番地１から２、

８１６番地、８１７番地、 

８１８番地１から３、８１９番地、 

８２０番地１から２、 

８２１番地から８２３番地、 

８２４番地１から６、８２５番地、 

８２６番地１から５、 

８２７番地から８２９番地、 

８３０番地１から２、８３１番地１から２、

８３２番地１から３、８３３番地１から３、

８３４番地１から４、８３５番地、 

８３６番地１から５、 

８３７番地から８４２番地、８４７番地、 

８４８番地、８４９番地１から３、 

８５１番地、８５６番地、 

８６１番地から８６３番地、 

８６４番地１から２、８６５番地、 

８６６番地１から３、８６７番地１から３、

８６８番地、８６９番地、 

８８１番地１から２、８８２番地１から４、

８８３番地１から４、８８７番地１から３、

８９２番地から８９４番地、８９６番地、 

９０６番地から９０９番地、 

９１０番地１から２、９１１番地、 

９１２番地１から２、 

９１３番地から９２０番地、 

９２１番地１から３、９２２番地、 

９２３番地１から２、 

９２４番地から９２７番地、 

９２８番地１から２、 

９２９番地から９３５番地、 

９３６番地１から２、９３７番地、 

９３８番地、９３９番地１から３、 

９４０番地、９４１番地１から２、 

９４２番地９４７番地、９４８番地１から２、
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９４９番地１から２、９５０番地１から４、

９５１番地１から６、９５２番地１から６、

９５３番地１から４、９５４番地１から７、

９５５番地１から４、９５６番地１から６、

９５７番地１から２、９５８番地、 

９５９番地１から３、９６０番地１から３、

９６１番地１から７、９６２番地１から４、

９６３番地、９６４番地１から４、 

９６５番地１から４、９６６番地１から３、

９６７番地、９６８番地、 

９６９番地１から２、９７０番地１から２、

９７１番地１から３、９７２番地１から３、

９７３番地から９７５番地、 

９７６番地１から２、９７７番地１から２、

９７９番地から９８１番地、 

９８２番地１から３、９８３番地１から４、

９８４番地１から３、９８５番地１から４、

９８６番地１から５、９８７番地１から２、

９８８番地１から３、９８９番地１から３、

９９０番地、９９１番地１から４、 

９９２番地１から４、９９３番地１から４、

９９４番地１から４、９９５番地１から５、

９９６番地１から６、９９７番地１から２、

９９８番地１から２、９９９番地１から４、

１０００番地、１００１番地１から３、 

１００２番地１から２、 

１００３番地１から２、 

１００４番地１から２、 

１００５番地１から３、 

１００６番地１から１３、 

１００７番地１から３、 

１００８番地１から３、 

１００９番地１から３、 

１０１０番地１から６、 

１０１１番地１から４、 

１０１２番地１から４、 

１０１３番地１から４、 

１０１４番地１から４、 

１０１５番地１から４、 

１０１６番地１から２、１０１７番地、 

１０１８番地１から３、 

１０１９番地１から４、 

１０２０番地１から３、 
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１０２１番地１から５、 

１０２２番地１から２、 

１０２３番地１から２、 

１０２４番地１から２、 

１０２５番地１から２、 

１０２６番地１から２、 

１０２７番地１から２、１０２８番地、 

１０２９番地１から２、 

１０３０番地１から６、 

１０３１番地１から４、 

１０３２番地１から４、１０３３番地、 

１０３４番地１から２、１０３５番地、 

１０３６番地１から２、 

１０３７番地１から２、 

１０３８番地１から２、１０３９番地、 

１０４０番地１から２、 

１０４１番地から１０４４番地、 

１０４５番地１から２、１０４６番地、 

１０４７番地１から３、 

１０４８番地１から２、 

１０４９番地１から２、１０５０番地、 

１０５１番地１から２、 

１０５２番地１から４、 

１０５３番地から１０６１番地、 

１０６２番地１から３、１０６３番地、 

１０６４番地、１０６５番地１から２、 

１０６６番地から１０７２番地、 

１０７３番地１から２、 

１０７４番地１から２、 

１０７５番地から１０７７番地、 

１０７８番地１から３、 

１０７９番地１から２、 

１０８０番地１から２、 

１０８１番地１から２、 

１０８２番地１から２、 

１０８３番地から１０９０番地、 

１１００番地、１１０１番地１から２、 

１１０２番地から１１０８番地、 

１１０９番地１から２、 

１１１０番地から１１１３番地、 

１１１４番地１から２、 

１１１５番地１から２、 

１１１６番地１から２、１１６７番地、 
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１１８０番地から１２２６番地、 

１２２８番地（環境再生事業における施工範

囲に限る）、１２３７番地、 

１２５２番地から１２５４番地（環境再生事

業における施工範囲に限る）、 

１２５５番地、１２５６番地、 

１２５８番地（環境再生事業における施工範

囲に限る）、 

１２６２番地２から３、１２６５番地２、 

１２６６番地２、１２７２番地３、 

１２８０番地２、１２９８番地２、 

１３０１番地２から５、１３０３番地２、 

１３０４番地、１３０５番地２から３、 

１３０６番地２から３、１３０９番地２、 

１３１０番地２から３、１３１１番地２、 

１３１２番地２から３、 

１３１３番地１から２、 

１３１４番地１から２、 

１３１５番地１から３、 

１３１７番地１から２、 

１３１８番地１から３、 

１３１９番地から１３３１番地、 

１３３２番地１、１３５０番地、 

１３５５番地３、１３５９番地１から２、 

１３６０番地から１３６４番地、 

１３６５番地１から２、 

１３６６番地から１３７８番地、 

１３８７番地、 

１３９７番地から１４００番地、 

１４０３番地から１４０５番地、 

１４０８番地、１４０９番地、 

１４１５番地から１４１７番地、 

１４１９番地、 

１４２１番地から１４４３番地、 

１４４８番地、１４４９番地、１４５４番地、

１４５５番地、 

１４５８番地から１４６１番地、 

これらに接する道路（隣接する部分に限る） 

字曲田のうち６１番地１、７１番地１から２、 

７２番地１、７３番地１、７３番地３、 

７５番地５、７５番地７から９、 

７５番地１１から１４、７７番地１から２、

７８番地１から２、７９番地、８０番地、 
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８１番地１から２、８２番地１から３、 

８３番地、８４番地１から２、８５番地、 

８６番地、８７番地１から２、８８番地、 

８９番地１から２、９０番地から９５番地、

９６番地１から２、９７番地１から２、 

９８番地、９９番地１から２、１００番地、

１０１番地１、１０１番地３から４、 

１０５番地、１０７番地、１０８番地、 

１０９番地１から２、１１０番地１から２、

１１１番地１から２、１１２番地１から３、

１１３番地１から２、１１４番地１から３、

１１５番地１から２、１１６番地、 

１２２番地３、１２３番地１から２、 

１２４番地から１２６番地、１２７番地２、

１２８番地２から４、１２９番地１から３、

１３０番地１から３、 

１３１番地から１３９番地、 

１４０番地１から３、 

１４８番地１（土地活用がなされる範囲に限

る）、 

１４９番地１、 

１５０番地（土地活用がなされる範囲に限

る）、 

１５１番地１（土地活用がなされる範囲に限

る）、 

１７２番地、 

２３８番地１（土地活用がなされる範囲に限

る）、 

２３９番地１、２４０番地、２４１番地、 

２４２番地（土地活用がなされる範囲に限

る）、 

２４５番地、２４６番地、 

２４８番地１（土地活用がなされる範囲に限

る）、 

２５７番地、２５８番地１、 

２６６番地１から２、２６７番地、 

２６８番地、２６９番地１から５、 

２７０番地１から３、２７１番地１から３、

２７２番地１から２、２７３番地１から２、

２７４番地１から２、２７５番地１から３、

２７６番地１から３、２７７番地、 

２７８番地、２７９番地１から３、 

２８０番地１から３、２８１番地１から３、
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２８２番地１から３、２８３番地１から２、

２８４番地１、２８４番地３から４、 

２８５番地２から４、２８７番地１から２、

２８８番地１から２、２８９番地１から４、

２９０番地、２９１番地１から３、 

２９２番地１から２、２９３番地１から２、

２９４番地１から２、２９５番地１から３、

２９６番地１から２、２９７番地１から２、

２９８番地、２９９番地、 

３００番地１から２、３０１番地１から２、

３０２番地１から３、３０３番地、 

３０４番地１から２、 

３０５番地から３０８番地、 

３０９番地１から２、３１０番地１から２、

３１１番地１から２、３１２番地１から２、

３１３番地、３１４番地、 

３１５番地１から２、３１６番地１から２、

３１７番地１から５、３１８番地１から３、

３１９番地、３２０番地１から２、 

３２１番地１から２、３２２番地１から３、

３２３番地、３２５番地１から４、 

３２７番地から３３０番地、 

３３１番地１から２、３３２番地１から２、

３３３番地１から２、３３４番地１から２、

３３５番地１から２、３３６番地、 

３３７番地１から３、３３８番地１から３、

３３９番地１から２、３４０番地、 

３４１番地１から２、３４２番地、 

３４３番地１から３、３４４番地、 

３４５番地１から２、 

３４６番地から３６２番地、 

３６３番地１から２、 

３６４番地から３６８番地、 

３６９番地１から２、３７０番地１から２、

３７１番地から３７３番地、 

３７４番地１から２、３７５番地、 

３７６番地１から３、３７７番地１から２、

３７８番地１から３、 

３７９番地から３８５番地、 

３８９番地から４００番地、 

４０１番地１から２、４０２番地、 

４０３番地、４０５番地から４１５番地、 

４１６番地１から３、４２２番地、 
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４２３番地１から４、４２４番地１から２、

４２５番地１から３、４２６番地１から２、

４２７番地から４２９番地、 

４３０番地１から２、４３１番地、 

４５３番地、 

４６３番地（環境再生事業において用いられ

る範囲に限る）、 

４７２番地、４７７番地、４８４番地、 

４９１番地、５００番地から５０８番地、 

これらに接する道路（隣接する部分に限る） 

比曽     字曲田のうち４６番地４から７、 

これらに接する道路（隣接する部分に限る） 

国道３９９号、県道原町二本松線、村道曲田線、村道下曲田線、村道

曲田菅沼線、村道長泥金華山線並びに飯舘村内国有林磐城森林管理署２

３０４林班のうち「イ」の区域、２３０５林班のうち「イ４」の区域、

２３１１林班のうち「イ２」及び「イ３」の区域 

 

 



福島第一
原子力発電所

広野町

伊達市

いわき市

楢葉町

福島第二
原子力発電所

川俣町

田村市

川内村

飯舘村

20km

富岡町

双葉町

浪江町

南相馬市

６

避難指示区域の概念図
凡例

大熊町
飯舘村特定復興再生拠点区域等

の解除（令和５年５月１日）

葛尾村

帰還困難区域

帰還困難区域のうち
特定復興再生拠点区域

特定復興再生拠点区域
のうち解除済みの区域

ｖ

長泥地区



 

 

避難指示解除の要件について 

 

「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂 

（平成２７年６月１２日原子力災害対策本部決定・閣議決定）（抄）/ 

特定復興再生拠点区域の避難指示解除と帰還・居住に向けて 

（平成３０年１２月２１日原子力災害対策本部決定）（抄）/ 

特定復興再生拠点区域外の土地活用に向けた避難指示解除について 

（令和２年１２月２５日原子力災害対策本部決定）（抄） 

 

 

○避難指示解除の要件（「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示

区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」（平成２３

年１２月２６日 原子力災害対策本部より） 

  

①空間線量率で推定された年間積算線量が２０ミリシーベルト以

下になることが確実であること 

 ②電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信など日常生活に必須

なインフラや医療・介護・郵便などの生活関連サービスがおお

むね復旧すること、子どもの生活環境を中心とする除染作業が

十分に進捗すること 

③県、市町村、住民との十分な協議 

 

 

○避難指示解除の要件（「特定復興再生拠点区域外の土地活用に向けた避難

指示解除について」（令和２年１２月２５日 原子力災害対策本部より） 

  

①空間線量率で推定された年間積算線量が２０ミリシーベルト以

下になることが確実であること 

 ②土地活用を行う者等によって、必要な環境整備が実施されてい

ること 

③地元との十分な協議 

 

（参考２） 


	③指示（案）r2



